
 

 

（別添３） 

定期建物賃貸借契約書（案） 

 

 貸付者 鹿児島市（以下「甲」という。）と借受者              （以下「乙」とい

う。）との間において、次のとおり借地借家法（以下「法」という。）第３８条に定める定期建物賃貸借

契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（本物件） 

第２条 甲は、その所有する次に掲げる建物（以下「本物件」という。）を乙に賃貸し、乙はこれを賃

借する。 

     施設名称  桜島港フェリーターミナル１階の一部 

  所 在 地  鹿児島市桜島横山町６１番地４    

貸付箇所  位置図のとおり           

面  積  ７３．２３㎡            

（指定用途） 

第３条 乙は、本物件を事業用（以下「指定用途」という。）のために供しなければならない。 

２ 乙は、本物件を指定用途に供するにあたっては、別紙記載の「入札物件仕様書」記載事項を遵守 

なければならない。 

（契約期間） 

第４条 本契約に定める契約の期間（以下「契約期間」という。）は、契約締結日から令和１１年３月 

３１日までとする。 

２ 本契約は、法第３８条に定める定期建物賃貸借契約であり、法第２６条及び第２８条の適用はない 

ものとする。従って、契約の更新はなく、正当事由の有無にかかわらず契約期間の満了をもって本契

約は終了する。 

（開始日） 

第５条 乙が本物件で事業を開始する日（以下「開始日」という。）は、甲乙協議の上、決定するもの 

とする。 

（貸付料の支払い） 

第６条 貸付料は、年額         円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は   円）

とする。 

２ 貸付料発生の起算日は契約締結日とする。 

３ 乙は、第１項の貸付料の１２分の１の額を１月分とする額で甲の発行する納入通知書により、その 

納入期限までに支払わなければならない。 

４ １カ月に満たない期間があるときは、その期間の貸付料は日割りをもって算定する。 

５ 貸付料については、ダイヤ改正による減便、天災及び機器の故障等により船舶が欠航となった場合

においても返納しないものとする。 

（契約保証金） 



 

 

第７条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金       円（年額貸付料の１００分の 

１０以上）を甲に納入しなければならない。ただし、鹿児島市船舶局契約規程第１条で準用する、鹿

児島市契約規則第２６条各号のいずれかに該当する場合は免除する。 

２ 前項の契約保証金は、貸付料、損害賠償の支払義務、その他本契約に基づき乙が甲に負担する一切 

の債務を担保するものとし、甲は、乙が債務を履行しなかったときは、契約保証金の全部または一部

を乙の債務の弁済に充当する。なお、この場合、甲は乙に対しそのことを通知する。 

３ 前項の充当により契約保証金に不足額が生じたとき又は他の事由による充当で不足額があるとき

は、乙は契約保証金を追納しなければならない。 

４ 甲は、本条第１項の契約保証金には利息を付さない。 

５ 甲は、乙が本契約に定める義務を履行したときは、本契約終了時に乙の請求により遅滞なく本条第 

１項に定める契約保証金を乙に返還する。 

６ 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約終了時に本条第１項に定める契約保証

金を甲に帰属させることができる。  

（電気及び水道使用料の負担） 

第８条 本物件にかかる電気使用料及び水道料金（以下「電気等使用料」という。）は、乙の負担とし、

甲が専用メーターで算定した電気等使用料を甲の発行する納入通知書により、その納入期限までに支

払わなければならない。 

（設備及び工事等） 

第９条 工事を含む設備等（以下「設備等」という。）諸条件については、甲、乙協議の上、別に定め、 

乙の設備等にかかる費用については、乙が負担するものとする。また、乙の設備等により、甲の設備

等に新たな費用負担等が生じる場合は、その費用について、乙が負担するものとする。 

２ 甲は、甲の設備等について、乙が本物件を使用するために必要な修繕等を行わなければならない。

ただし、乙の故意又は過失により必要となった修繕等に要する費用は、乙が負担しなければならない。 

３ 前項の規定に基づき甲が修繕等を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければな 

らない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕等の実施を拒否すること 

ができない。 

４ 本物件内に破損箇所が生じたとき、乙は、甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、その届出が

遅れて甲に損害が生じたときは乙は、これを賠償する。 

（延滞金） 

第１０条 乙は、その責めに帰すべき事由により、貸付料及び電気等使用料を納入期限までに支払わな

かったときは、当該納入期限の翌日から支払のあった日までの期間につき、年１４．６パーセントの

割合で計算した延滞金を支払わなければならない。ただし、各年の前々年の９月から前年の８月まで

の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として各年の前

年の１１月３０日までに財務大臣が告示する割合に年１％を加算した割合（以下「特例基準割合」と

いう。）が年７．３％を下回る場合は、その年内は、特例基準割合に年７．３％を加算した割合で計

算した額とする。また、納入期限の翌日から起算して２月を経過するまでの期間の延滞金については、

当該期間につき、年７．３パーセントの割合（特例基準割合が年７．３％を下回る場合は、その年内

は特例基準割合に１％を加算した割合）で計算した額とする。 



 

 

（契約不適合責任） 

第１１条 乙は、この契約締結後、本物件に契約内容に適合しないものであることを発見しても、貸付 

料の減免及び損害賠償の請求をすることができない。 

（使用上の義務等） 

第１２条 乙は、本物件の使用にあたっては、騒音、交通の阻害又は火災等が生じないよう安全管理の 

徹底に努め、善良なる管理者の注意をもって本物件を維持管理しなければならない。 

２ 乙は、本物件の使用にあたって発生した事故又は第三者への損害等について全ての責任を負うもの

とする。 

（転貸の禁止等） 

第１３条 乙は、本物件を転貸し、又は使用権を譲渡してはならない。 

（清掃及びごみの搬出等） 

第１４条 乙は、本物件内の清掃及び発生するごみの処分については、すべて乙の負担と責任で行うこ 

と。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第１５条 乙は、本物件に投じた有益費又は必要費があっても、これを甲に請求することはできない。 

（住所等の変更の届出） 

第１６条 乙はその住所又は名称に変更があったときは、速やかに甲に届け出るものとする。 

（調査報告等の義務） 

第１７条 乙は本物件の使用に関し、甲から報告、資料の提出又は調査を求められたときは、甲の指示 

に従って速やかに報告し、資料を提出し、又は調査を受けるとともに必要な措置を講じなければなら

ない。 

（契約の解除） 

第１８条 甲は、乙が次の各号に該当した場合は、催告しないでこの契約を解除することができる。 

(1) 本物件に係る施設を廃止するとき。 

(2) 第３条、第４条、第６条、第１２条、第１３条、第１７条の規定に違反したとき。 

(3) 乙が次のいずれかに該当するとき。 

  ア 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店 

若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認めら

れるとき。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又

は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ 

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

  オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

（4）前号に定めるもののほか、乙が本契約に定める義務を履行しないとき。 



 

 

２ 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償

ないし補償することは要しない。 

３ 乙は、甲が第１項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損

害を賠償しなければならない。 

（契約の合意解約） 

第１９条 乙は、第４条第１項の契約期間中、次の各号の１つに該当するときは、甲の承諾を得て、 

 本契約を合意解約することができる。 

 (1) 本件建物が滅失したとき、若しくは本件建物が著しく損傷したことにより第３条に規定する

乙の指定用途に使用することができなくなったとき。 

 (2) 乙に事業を継続し難いやむを得ない事由が生じたとき。 

２ 乙は、前項第２号に規定する事由により本契約を解約しようとするときは解約日の６カ月前ま 

でに、書面をもって甲に申し入れ、甲の書面による承諾を得なければならない。 

（不可抗力等による契約の終了） 

第２０条 天災地変その他、甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない事由により、本物件が

滅失又は大部分が毀損し使用不能となったとき、及び公共事業のため本件土地が強制収用され、

乙の事業の用途が達せられなくなったときは、本契約はその時点で終了する。 

２ 前項の場合には、甲及び乙は相互に相手方に対して損害賠償の請求はしないものとする。 

（損害賠償） 

第２１条 乙は、その責めに帰する事由により、本物件の全部又は一部を滅失し、若しくは毀損し

たときは、甲の指示に従い速やかに原状に回復又は損害を賠償しなければならない。 

（原状回復） 

第２２条 乙は、契約期間が満了又は本契約が解約、解除された場合には、直ちに自己の負担において

本物件を原状に回復し、明け渡すものとする。また、乙は原状回復に要した費用を甲に請求すること

はできない。 

２ 前項において、甲、乙協議の上、甲が残置を承認した残置物については、乙はその所有権を無償で

譲渡することによって撤去の義務を免れることができ、甲はこれらの残置物を任意に使用・収益・処

分できるものとする。この場合、甲は乙に対し残置物に関する費用を請求することはできない。 

３ 乙は、乙の次に本物件の貸付を受けようとする者（以下、「次貸受者」という。）と協議の上、その

所有権を譲渡する場合は、撤去の義務を免れることができ、これに投じた有益費又は必要費について

は、乙と次貸受者で協議するものとする。なお、このことによって生じる費用等については、甲に請

求することはできない。 

４ 乙は、貸付期間満了前に、貸付期間満了後も引き続き同じ本物件を賃借できることが明らかになっ

たときは、本件貸付物件を原状に回復することを要しないものとする。 

（契約の費用） 

第２３条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

（疑義の決定等） 

第２４条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項につい

ては、関係法令及び甲の条例、規則による外、甲、乙協議の上定めるものとし、協議が整わないとき



 

 

は、甲の解釈によるものとする。 

（債権譲渡禁止） 

第２５条 乙は、本契約により生じる債権を第三者に譲渡してはならない。 

（裁判管轄） 

第２６条 本契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意裁判管轄とする。 

 

  この契約を証するため、本書２通を作成し、記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

     甲    鹿児島市桜島横山町６１番地４ 

          鹿児島市 

同代表者船舶事業管理者 

          船舶局長  橋 口  訓 彦 

 

     乙 

 

 

     


